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付　　　議　　　事　　　件 

 

 

議案第 １ 号　　広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例 

　　　　　　　　の一部を改正することについて　　　　　 〔 １ 頁〕 

 

議案第 ２ 号　　特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費 

　　　　　　　　に関する条例の一部を改正することについて 〔 ５ 頁〕 

 

議案第 ３ 号　　教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件 

　　　　　　　　に関する条例の一部を改正することについて 〔 ９ 頁〕 

 

議案第 ４ 号　　一般職の職員の給与に関する条例の一部を 

　　　　　　　　改正することについて　　　　　　　　　 〔１３頁〕 

 

議案第 ５ 号　　一般職の任期付職員の採用に関する条例の 

　　　　　　　　一部を改正することについて　　　　　　 〔２３頁〕 

 

議案第 ６ 号　　広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償 

　　　　　　　　に関する条例の一部を改正することについて 〔２７頁〕 

 

議案第 ７ 号　　令和７年度広陵町一般会計補正予算（第１２号）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔３５頁〕 

 

議案第 ８ 号　　馬見川調整池整備工事（５工区）に係る請負 

　　　　　　　　契約の変更について　　　　　　　　　　 〔７３頁〕 

 

議案第 ９ 号　　広陵町新清掃施設操業停止後における中継施設 

　　　　　　　　活用等に関する協定書に係る古寺区との変更 

　　　　　　　　協定について　　　　　　　　　　　　　 〔７５頁〕 

 

議案第１０号　　広陵町新清掃施設操業停止後における中継施設 

　　　　　　　　活用等に関する協定書に係る中区との変更 

　　　　　　　　協定について　　　　　　　　　　　　　 〔８１頁〕 

 

 



議案第１１号　　広陵町新清掃施設操業停止後における中継施設 

　　　　　　　　活用等に関する協定書に係る広瀬区との変更 

　　　　　　　　協定について　　　　　　　　　　　　　 〔８７頁〕 

 

議案第１２号　　広陵町新清掃施設操業停止後における中継施設 

　　　　　　　　活用等に関する協定書に係る百済区との変更 

　　　　　　　　協定について　　　　　　　　　　　　　 〔９３頁〕 



 議  案  第  １  号

 

 　 　 　 広 陵 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 に 関 す る 条 例

 　 　 　 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

 

　 広 陵 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ０ 年 ９

月 広 陵 町 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。  

 

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

－ 1 －



－ 2 －



　　　広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する

　　　条例 

 

第１条　広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年９

　月広陵町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

　　第５条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７

　７．５」に改める。 

第２条　広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のよ

　うに改正する。 

　　第５条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７

　５」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

　令和８年４月１日から施行する。 

２　第１条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関

　する条例（以下「第１条改正後の条例」という。）の規定は、令

　和７年１２月１日から適用する。 

　（期末手当の内払） 

３　第１条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条

　の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例

　の規定に基づいて支給された期末手当は、第１条改正後の条例の

　規定による期末手当の内払とみなす。

　

－ 3 －



－ 4 －



 議  案  第  ２  号

 

 　 　 　 特 別 職 の 職 員 で 常 勤 の も の の 給 与 及 び 旅 費

 　 　 　 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

 

　 特 別 職 の 職 員 で 常 勤 の も の の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 ３ １ 年 １ ０ 月 広 陵 町 条 例 第 ２ ９ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と

 お り 改 正 す る 。

 

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

－ 5 －



－ 6 －



　　　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

　　　する条例 

 

第１条　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１

　年１０月広陵町条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

　　第６条ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７

　．５」に改める。 

第２条　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次

　のように改正する。 

　　第６条ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１

　２６．２５」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

　令和８年４月１日から施行する。 

２　第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与

　に関する条例の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

　

－ 7 －



－ 8 －



 議  案  第  ３  号

 

 　 　 　 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件

 　 　 　 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

 

　 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 ３ ６ 年 １ ０ 月 広 陵 町 条 例 第 ２ １ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と

 お り 改 正 す る 。

 

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

－ 9 －



－ 10 －



　　　教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

 　　　部を改正する条例

 

第１条　教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

　（昭和３６年１０月広陵町条例第２１号）の一部を次のように改

　正する。 

　　第２条第４項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の

　１２７．５」に改める。 

第２条　教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

 　一部を次のように改正する。

　　第２条第４項ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００

　分の１２６．２５」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

　令和８年４月１日から施行する。 

２　第１条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の

　勤務条件に関する条例の規定は、令和７年１２月１日から適用す

　る。 

　

－ 11 －



－ 12 －



 議  案  第  ４  号

 

 　 　 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

 　 　 　 す る こ と に つ い て

 

　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 ８ 月 広 陵 町

条 例 第 １ ９ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。  

 

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

－ 13 －



－ 14 －



　　　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条　一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年８月広陵町

　条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

　　第８条の２第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００

　円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」

　に改め、同号オ中「１２，９００円」を「１３，５００円」に改

　め、同号カ中「１５，８００円」を「１６，６００円」に改め、

　同号キ中「１８，７００円」を「１９，７００円」に改め、同号

　ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同号ケ中

　「２４，４００円」を「２５，９００円」に改め、同号コ中「２

　６，２００円」を「２９，１００円」に改め、同号サ中「２８，

　０００円」を「３２，３００円」に改め、同号シ中「２９，８０

　０円」を「３５，５００円」に改め、同号ス中「３１，６００円」

　を「３８，７００円」に改める。 

　　第１４条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に改め、

　同条第２項中「２２，０００円」を「２３，５００円」に改める。 

　　第１５条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７

　．５」に改め、同条第３項中「１００分の１２５」を「１００分

　の１２７．５」に、「１００分の７０」を「１００分の７２．５」

　に改める。 

　　第１６条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の

　１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１０

　０分の５２．５」に改める。 

　　別表第１を次のように改める。 

　別表第１（第３条関係） 

　

－ 15 －



　　給料表 

職員 職務 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
の区 の級 
分  

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

定年  円 円 円 円 円 円 円 
前再 1 195 ,8 0 0 2 4 2 , 0 0 0 2 7 6 , 3 0 0 3 0 9 , 8 0 0 3 3 2 , 6 0 0 3 6 6 , 8 0 0 4 2 0 , 7 0 0
任用
短時 2 196 ,9 0 0 2 4 3 , 3 0 0 2 7 7 , 3 0 0 3 1 1 , 3 0 0 3 3 4 , 4 0 0 3 6 8 , 5 0 0 4 2 2 , 6 0 0
間勤
務職 3 198 ,1 0 0 2 4 4 , 7 0 0 2 7 8 , 3 0 0 3 1 2 , 7 0 0 3 3 6 , 2 0 0 3 7 0 , 1 0 0 4 2 4 , 5 0 0
員以
外の 4 199 ,2 0 0 2 4 6 , 1 0 0 2 7 9 , 3 0 0 3 1 4 , 1 0 0 3 3 7 , 9 0 0 3 7 1 , 7 0 0 4 2 6 , 3 0 0
職員

5 200 ,3 0 0 2 4 7 , 5 0 0 2 8 0 , 3 0 0 3 1 5 , 5 0 0 3 3 9 , 6 0 0 3 7 3 , 3 0 0 4 2 8 , 1 0 0

6 2 02 , 0 0 0 2 4 8 , 9 0 0 2 8 1 , 3 0 0 3 1 6 , 6 0 0 3 4 1 , 3 0 0 3 7 5 , 1 0 0 4 2 9 , 9 0 0

7 2 03 , 6 0 0 2 5 0 , 3 0 0 2 8 2 , 2 0 0 3 1 7 , 6 0 0 3 4 3 , 0 0 0 3 7 6 , 6 0 0 4 3 1 , 7 0 0

8 2 05 , 2 0 0 2 5 1 , 7 0 0 2 8 3 , 2 0 0 3 1 8 , 8 0 0 3 4 4 , 6 0 0 3 7 8 , 2 0 0 4 3 3 , 5 0 0

9 2 06 , 7 0 0 2 5 3 , 1 0 0 2 8 4 , 2 0 0 3 2 0 , 0 0 0 3 4 6 , 2 0 0 3 7 9 , 5 0 0 4 3 5 , 1 0 0

10 2 08 , 4 0 0 2 5 4 , 3 0 0 2 8 5 , 2 0 0 3 2 1 , 6 0 0 3 4 7 , 9 0 0 3 8 1 , 1 0 0 4 3 6 , 6 0 0

11 2 10 , 0 0 0 2 5 5 , 6 0 0 2 8 6 , 2 0 0 3 2 3 , 2 0 0 3 4 9 , 6 0 0 3 8 2 , 7 0 0 4 3 8 , 1 0 0

12 2 11 , 6 0 0 2 5 6 , 9 0 0 2 8 7 , 2 0 0 3 2 4 , 8 0 0 3 5 1 , 2 0 0 3 8 4 , 2 0 0 4 3 9 , 6 0 0

13 2 13 , 1 0 0 2 5 8 , 1 0 0 2 8 8 , 2 0 0 3 2 6 , 2 0 0 3 5 2 , 7 0 0 3 8 6 , 1 0 0 4 4 1 , 1 0 0

14 2 14 , 8 0 0 2 5 9 , 3 0 0 2 8 9 , 5 0 0 3 2 7 , 8 0 0 3 5 4 , 3 0 0 3 8 8 , 0 0 0 4 4 2 , 4 0 0

15 2 16 , 5 0 0 2 6 0 , 5 0 0 2 9 0 , 8 0 0 3 2 9 , 4 0 0 3 5 5 , 9 0 0 3 8 9 , 9 0 0 4 4 3 , 7 0 0

16 2 18 , 2 0 0 2 6 1 , 7 0 0 2 9 2 , 0 0 0 3 3 1 , 0 0 0 3 5 7 , 4 0 0 3 9 1 , 7 0 0 4 4 4 , 9 0 0

17 2 19 , 4 0 0 2 6 2 , 8 0 0 2 9 3 , 2 0 0 3 3 2 , 4 0 0 3 5 8 , 8 0 0 3 9 3 , 2 0 0 4 4 6 , 1 0 0

18 2 21 , 0 0 0 2 6 3 , 9 0 0 2 9 4 , 5 0 0 3 3 4 , 1 0 0 3 6 0 , 5 0 0 3 9 5 , 0 0 0 4 4 7 , 4 0 0

19 2 22 , 6 0 0 2 6 5 , 0 0 0 2 9 5 , 7 0 0 3 3 5 , 7 0 0 3 6 2 , 1 0 0 3 9 6 , 7 0 0 4 4 8 , 7 0 0

20 2 24 , 1 0 0 2 6 6 , 1 0 0 2 9 6 , 9 0 0 3 3 7 , 3 0 0 3 6 3 , 7 0 0 3 9 8 , 3 0 0 4 4 9 , 9 0 0

21 2 25 , 6 0 0 2 6 7 , 0 0 0 2 9 7 , 9 0 0 3 3 8 , 7 0 0 3 6 4 , 8 0 0 4 0 0 , 0 0 0 4 5 1 , 1 0 0

22 2 27 , 2 0 0 2 6 8 , 0 0 0 2 9 9 , 1 0 0 3 4 0 , 4 0 0 3 6 6 , 3 0 0 4 0 1 , 4 0 0 4 5 1 , 9 0 0

23 2 28 , 8 0 0 2 6 9 , 0 0 0 3 0 0 , 3 0 0 3 4 2 , 1 0 0 3 6 7 , 8 0 0 4 0 2 , 8 0 0 4 5 2 , 7 0 0

　

－ 16 －



24 230 , 4 0 0 2 7 0 , 0 0 0 3 0 1 , 6 0 0 3 4 3 , 7 0 0 3 6 9 , 3 0 0 4 0 4 , 2 0 0 4 5 3 , 5 0 0

25 2 32 , 0 0 0 2 7 1 , 0 0 0 3 0 2 , 9 0 0 3 4 4 , 9 0 0 3 7 1 , 0 0 0 4 0 5 , 6 0 0 4 5 4 , 1 0 0

26 2 33 , 7 0 0 2 7 1 , 9 0 0 3 0 3 , 9 0 0 3 4 6 , 8 0 0 3 7 2 , 8 0 0 4 0 6 , 8 0 0 4 5 4 , 7 0 0

27 2 35 , 0 0 0 2 7 2 , 7 0 0 3 0 4 , 9 0 0 3 4 8 , 5 0 0 3 7 4 , 4 0 0 4 0 8 , 0 0 0 4 5 5 , 3 0 0

28 2 36 , 3 0 0 2 7 3 , 6 0 0 3 0 5 , 9 0 0 3 5 0 , 1 0 0 3 7 6 , 1 0 0 4 0 9 , 0 0 0 4 5 5 , 9 0 0

29 2 37 , 6 0 0 2 7 4 , 4 0 0 3 0 7 , 0 0 0 3 5 1 , 6 0 0 3 7 7 , 5 0 0 4 1 0 , 1 0 0 4 5 6 , 6 0 0

30 2 38 , 7 0 0 2 7 5 , 2 0 0 3 0 8 , 2 0 0 3 5 3 , 2 0 0 3 7 8 , 8 0 0 4 1 1 , 3 0 0 4 5 7 , 4 0 0

31 2 39 , 8 0 0 2 7 6 , 0 0 0 3 0 9 , 3 0 0 3 5 4 , 8 0 0 3 8 0 , 0 0 0 4 1 2 , 4 0 0 4 5 7 , 8 0 0

32 2 40 , 9 0 0 2 7 6 , 7 0 0 3 1 0 , 5 0 0 3 5 6 , 4 0 0 3 8 1 , 4 0 0 4 1 3 , 5 0 0 4 5 8 , 5 0 0

33 2 42 , 0 0 0 2 7 7 , 4 0 0 3 1 1 , 6 0 0 3 5 8 , 1 0 0 3 8 2 , 5 0 0 4 1 4 , 2 0 0 4 5 9 , 0 0 0

34 2 42 , 9 0 0 2 7 8 , 2 0 0 3 1 2 , 9 0 0 3 5 9 , 9 0 0 3 8 3 , 4 0 0 4 1 4 , 9 0 0 4 5 9 , 4 0 0

35 2 43 , 8 0 0 2 7 9 , 0 0 0 3 1 4 , 2 0 0 3 6 1 , 7 0 0 3 8 4 , 4 0 0 4 1 5 , 5 0 0 4 5 9 , 8 0 0

36 2 44 , 8 0 0 2 7 9 , 6 0 0 3 1 5 , 5 0 0 3 6 3 , 5 0 0 3 8 5 , 4 0 0 4 1 6 , 2 0 0 4 6 0 , 2 0 0

37 2 45 , 8 0 0 2 8 0 , 3 0 0 3 1 6 , 7 0 0 3 6 5 , 0 0 0 3 8 6 , 2 0 0 4 1 6 , 8 0 0 4 6 0 , 6 0 0

38 2 46 , 7 0 0 2 8 1 , 1 0 0 3 1 8 , 0 0 0 3 6 6 , 4 0 0 3 8 7 , 1 0 0 4 1 7 , 4 0 0 4 6 0 , 9 0 0

39 2 47 , 6 0 0 2 8 1 , 8 0 0 3 1 9 , 3 0 0 3 6 7 , 8 0 0 3 8 8 , 0 0 0 4 1 7 , 9 0 0 4 6 1 , 2 0 0

40 2 48 , 4 0 0 2 8 2 , 5 0 0 3 2 0 , 6 0 0 3 6 9 , 2 0 0 3 8 8 , 8 0 0 4 1 8 , 3 0 0 4 6 1 , 5 0 0

41 2 49 , 2 0 0 2 8 3 , 2 0 0 3 2 1 , 9 0 0 3 7 0 , 7 0 0 3 8 9 , 6 0 0 4 1 8 , 7 0 0 4 6 1 , 8 0 0

42 2 49 , 9 0 0 2 8 3 , 9 0 0 3 2 3 , 1 0 0 3 7 1 , 5 0 0 3 9 0 , 4 0 0 4 1 8 , 9 0 0 4 6 2 , 1 0 0

43 2 50 , 5 0 0 2 8 4 , 6 0 0 3 2 4 , 4 0 0 3 7 2 , 4 0 0 3 9 1 , 2 0 0 4 1 9 , 2 0 0 4 6 2 , 4 0 0

44 2 51 , 1 0 0 2 8 5 , 3 0 0 3 2 5 , 5 0 0 3 7 3 , 4 0 0 3 9 1 , 9 0 0 4 1 9 , 5 0 0 4 6 2 , 7 0 0

45 2 51 , 8 0 0 2 8 6 , 0 0 0 3 2 6 , 4 0 0 3 7 4 , 3 0 0 3 9 2 , 6 0 0 4 1 9 , 8 0 0 4 6 3 , 0 0 0

46 2 52 , 4 0 0 2 8 6 , 6 0 0 3 2 7 , 7 0 0 3 7 5 , 4 0 0 3 9 3 , 3 0 0 4 2 0 , 1 0 0

47 2 53 , 0 0 0 2 8 7 , 3 0 0 3 2 9 , 0 0 0 3 7 6 , 3 0 0 3 9 4 , 0 0 0 4 2 0 , 4 0 0

48 2 53 , 6 0 0 2 8 7 , 9 0 0 3 3 0 , 3 0 0 3 7 7 , 3 0 0 3 9 4 , 7 0 0 4 2 0 , 7 0 0

49 2 54 , 1 0 0 2 8 8 , 6 0 0 3 3 1 , 4 0 0 3 7 8 , 2 0 0 3 9 5 , 2 0 0 4 2 0 , 9 0 0

50 2 54 , 7 0 0 2 8 9 , 2 0 0 3 3 2 , 7 0 0 3 7 8 , 9 0 0 3 9 5 , 8 0 0 4 2 1 , 2 0 0

　

－ 17 －



51 255 , 3 0 0 2 8 9 , 9 0 0 3 3 3 , 9 0 0 3 7 9 , 6 0 0 3 9 6 , 4 0 0 4 2 1 , 4 0 0

52 2 55 , 8 0 0 2 9 0 , 6 0 0 3 3 5 , 1 0 0 3 8 0 , 2 0 0 3 9 7 , 1 0 0 4 2 1 , 7 0 0

53 2 56 , 2 0 0 2 9 1 , 1 0 0 3 3 6 , 4 0 0 3 8 0 , 6 0 0 3 9 7 , 5 0 0 4 2 1 , 9 0 0

54 2 56 , 6 0 0 2 9 1 , 7 0 0 3 3 7 , 4 0 0 3 8 1 , 2 0 0 3 9 8 , 1 0 0 4 2 2 , 2 0 0

55 2 56 , 9 0 0 2 9 2 , 3 0 0 3 3 8 , 5 0 0 3 8 1 , 8 0 0 3 9 8 , 7 0 0 4 2 2 , 5 0 0

56 2 57 , 2 0 0 2 9 3 , 0 0 0 3 3 9 , 6 0 0 3 8 2 , 5 0 0 3 9 9 , 2 0 0 4 2 2 , 8 0 0

57 2 57 , 5 0 0 2 9 3 , 6 0 0 3 4 0 , 3 0 0 3 8 2 , 8 0 0 3 9 9 , 6 0 0 4 2 3 , 0 0 0

58 2 57 , 8 0 0 2 9 4 , 2 0 0 3 4 1 , 2 0 0 3 8 3 , 5 0 0 4 0 0 , 2 0 0 4 2 3 , 3 0 0

59 2 58 , 1 0 0 2 9 4 , 8 0 0 3 4 1 , 9 0 0 3 8 4 , 2 0 0 4 0 0 , 8 0 0 4 2 3 , 6 0 0

60 2 58 , 4 0 0 2 9 5 , 5 0 0 3 4 2 , 7 0 0 3 8 4 , 8 0 0 4 0 1 , 3 0 0 4 2 3 , 8 0 0

61 2 58 , 7 0 0 2 9 6 , 1 0 0 3 4 3 , 5 0 0 3 8 5 , 1 0 0 4 0 1 , 7 0 0 4 2 4 , 0 0 0

62 2 59 , 0 0 0 2 9 6 , 7 0 0 3 4 3 , 9 0 0 3 8 5 , 6 0 0 4 0 2 , 2 0 0 4 2 4 , 3 0 0

63 2 59 , 3 0 0 2 9 7 , 2 0 0 3 4 4 , 4 0 0 3 8 6 , 2 0 0 4 0 2 , 7 0 0 4 2 4 , 6 0 0

64 2 59 , 6 0 0 2 9 7 , 7 0 0 3 4 5 , 1 0 0 3 8 6 , 8 0 0 4 0 3 , 3 0 0 4 2 4 , 8 0 0

65 2 59 , 9 0 0 2 9 8 , 2 0 0 3 4 5 , 9 0 0 3 8 7 , 1 0 0 4 0 3 , 6 0 0 4 2 5 , 0 0 0

66 2 60 , 2 0 0 2 9 8 , 8 0 0 3 4 6 , 6 0 0 3 8 7 , 7 0 0 4 0 4 , 0 0 0 4 2 5 , 3 0 0

67 2 60 , 5 0 0 2 9 9 , 3 0 0 3 4 7 , 3 0 0 3 8 8 , 4 0 0 4 0 4 , 3 0 0 4 2 5 , 6 0 0

68 2 60 , 8 0 0 2 9 9 , 9 0 0 3 4 7 , 9 0 0 3 8 9 , 0 0 0 4 0 4 , 7 0 0 4 2 5 , 8 0 0

69 2 61 , 1 0 0 3 0 0 , 3 0 0 3 4 8 , 4 0 0 3 8 9 , 4 0 0 4 0 5 , 0 0 0 4 2 6 , 0 0 0

70 2 61 , 4 0 0 3 0 0 , 8 0 0 3 4 9 , 0 0 0 3 8 9 , 9 0 0 4 0 5 , 3 0 0 4 2 6 , 3 0 0

71 2 61 , 7 0 0 3 0 1 , 3 0 0 3 4 9 , 5 0 0 3 9 0 , 5 0 0 4 0 5 , 6 0 0 4 2 6 , 6 0 0

72 2 62 , 0 0 0 3 0 1 , 9 0 0 3 5 0 , 1 0 0 3 9 1 , 0 0 0 4 0 5 , 8 0 0 4 2 6 , 8 0 0

73 2 62 , 3 0 0 3 0 2 , 4 0 0 3 5 0 , 4 0 0 3 9 1 , 5 0 0 4 0 6 , 0 0 0 4 2 7 , 0 0 0

74 2 62 , 6 0 0 3 0 2 , 8 0 0 3 5 0 , 9 0 0 3 9 2 , 1 0 0 4 0 6 , 3 0 0

75 2 62 , 9 0 0 3 0 3 , 1 0 0 3 5 1 , 2 0 0 3 9 2 , 5 0 0 4 0 6 , 6 0 0

76 2 63 , 2 0 0 3 0 3 , 4 0 0 3 5 1 , 6 0 0 3 9 2 , 8 0 0 4 0 6 , 8 0 0

77 2 63 , 5 0 0 3 0 3 , 6 0 0 3 5 2 , 0 0 0 3 9 3 , 2 0 0 4 0 7 , 0 0 0
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78 263 , 8 0 0 3 0 3 , 9 0 0 3 5 2 , 5 0 0 3 9 3 , 7 0 0 4 0 7 , 3 0 0

79 2 64 , 1 0 0 3 0 4 , 1 0 0 3 5 3 , 0 0 0 3 9 4 , 1 0 0 4 0 7 , 6 0 0

80 2 64 , 4 0 0 3 0 4 , 4 0 0 3 5 3 , 5 0 0 3 9 4 , 5 0 0 4 0 7 , 8 0 0

81 2 64 , 7 0 0 3 0 4 , 6 0 0 3 5 3 , 8 0 0 3 9 4 , 9 0 0 4 0 8 , 0 0 0

82 2 65 , 0 0 0 3 0 4 , 8 0 0 3 5 4 , 2 0 0 3 9 5 , 4 0 0 4 0 8 , 3 0 0

83 2 65 , 3 0 0 3 0 5 , 1 0 0 3 5 4 , 6 0 0 3 9 5 , 8 0 0 4 0 8 , 6 0 0

84 2 65 , 6 0 0 3 0 5 , 3 0 0 3 5 5 , 0 0 0 3 9 6 , 2 0 0 4 0 8 , 8 0 0

85 2 65 , 9 0 0 3 0 5 , 6 0 0 3 5 5 , 3 0 0 3 9 6 , 5 0 0 4 0 9 , 0 0 0

86 2 66 , 2 0 0 3 0 5 , 8 0 0 3 5 5 , 7 0 0

87 2 66 , 5 0 0 3 0 6 , 1 0 0 3 5 6 , 1 0 0

88 2 66 , 8 0 0 3 0 6 , 4 0 0 3 5 6 , 5 0 0

89 2 67 , 1 0 0 3 0 6 , 7 0 0 3 5 6 , 7 0 0

90 2 67 , 4 0 0 3 0 7 , 0 0 0 3 5 7 , 1 0 0

91 2 67 , 7 0 0 3 0 7 , 3 0 0 3 5 7 , 5 0 0

92 2 68 , 0 0 0 3 0 7 , 6 0 0 3 5 7 , 9 0 0

93 2 68 , 3 0 0 3 0 7 , 8 0 0 3 5 8 , 1 0 0

94 30 8 , 0 0 0 3 5 8 , 4 0 0

95 30 8 , 3 0 0 3 5 8 , 8 0 0

96 30 8 , 7 0 0 3 5 9 , 1 0 0

97 30 8 , 9 0 0 3 5 9 , 4 0 0

98 30 9 , 2 0 0 3 5 9 , 8 0 0

99 30 9 , 5 0 0 3 6 0 , 2 0 0

100 30 9, 9 0 0 3 6 0 , 6 0 0

101 31 0, 1 0 0 3 6 1 , 1 0 0

102 31 0, 4 0 0 3 6 1 , 5 0 0

103 31 0, 7 0 0 3 6 1 , 9 0 0

104 31 1, 0 0 0 3 6 2 , 3 0 0
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105 31 1, 2 0 0 3 6 2 , 8 0 0

106 31 1, 5 0 0 3 6 3 , 2 0 0

107 31 1, 8 0 0 3 6 3 , 5 0 0

108 31 2, 1 0 0 3 6 3 , 8 0 0

109 31 2, 3 0 0 3 6 4 , 2 0 0

110 31 2, 6 0 0

111 31 3, 0 0 0

112 31 3, 3 0 0

113 31 3, 5 0 0

114 31 3, 7 0 0

115 31 4, 0 0 0

116 31 4, 4 0 0

117 31 4, 6 0 0

118 31 4, 8 0 0

119 31 5, 1 0 0

120 31 5, 4 0 0

121 31 5, 7 0 0

122 31 5, 9 0 0

123 31 6, 2 0 0

124 31 6, 5 0 0

125 31 6, 8 0 0

定年 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料
前再 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額
任用
短時 円 円 円 円 円 円 円 
間勤 200 ,3 0 0 2 2 7 , 8 0 0 2 6 9 , 5 0 0 2 9 0 , 1 0 0 3 0 5 , 7 0 0 3 3 1 , 9 0 0 3 7 4 , 8 0 0
務職
員

第２条　一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

　する。 
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　　第８条の２第１項第１号中「この項から第３項まで」を「この

　項、次項及び第４項」に改め、同条第２項第１号中「次項」を「第

　４項」に改め、同項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、」

　を削り、「それぞれ次に」を「６６，４００円を超えない範囲内

　で自動車等の使用距離の区分に応じて町長が規則で」に改め、同

　号中アからスまでを削り、同条中第７項を第８項とし、同条第６

　項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第

　７項とし、同条中第５項を第６項とし、同条第４項中「最初の月」

　の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として

　町長が規則で定める場合にあつては、その翌月）」を加え、同項

　を同条第５項とし、同条第３項中「及び前項第２号に定める額」

　を「、第２項第２号に定める額及び前項第１号に定める額」に、

　「同項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

　項の次に次の１項を加える。 

　３　第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車の

　　ための施設（その所在地及び利用形態が町長が規則で定める要 

　　件を満たすものに限る。第１号及び第７項において「駐車場等」

　　という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするも

　　の（町長が規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前

　　項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

　　じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

　　(1) 駐車場等に係る通勤手当　支給単位期間につき、５，００

　　　０円を超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相

　　　当する額として町長が規則で定める額 

　　(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当　前項の規定による

　　　額 

　　第１５条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１
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　２６．２５」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を

　「１００分の１２６．２５」に、「１００分の７２．５」を「１

　００分の７１．２５」に改める。 

　　第１６条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００

　分の１０６．２５」に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」

　を「１００分の５１．２５」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

　令和８年４月１日から施行する。 

２　第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例

　（以下「第１条改正後の条例」という。）第８条の２、第１４条

　及び別表第１の規定は令和７年４月１日から、第１条改正後の条

　例第１５条及び第１６条の規定は同年１２月１日から適用する。 

　（給与の内払） 

３　第１条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条

　の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に

　基づいて支給された給与は、第１条改正後の条例の規定による給

　与の内払とみなす。 
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 議  案  第  ５  号

 

　 　 　 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 の  

 　 　 　 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

 

　 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ８ 年 １ ２

 月 広 陵 町 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

 

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之
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　　　一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条　一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成２８年１２

　月広陵町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

　　第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額

 円 
１ ４０５，０００

２ ４５５，０００

３ ５０８，０００

４ ５７４，０００

５ ６５５，０００

　　第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

　５」に、「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に改め、

　同条第３項中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」

　に、「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に改める。 

第２条　一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を次のよう

　に改正する。 

　　第８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２

　６．２５」に、「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２

　５」に改め、同条第３項中「１００分の１０７．５」を「１００

　分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を「１００分の８８

　．７５」に改める。 

　　　附　則 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

　令和８年４月１日から施行する。 
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２　第１条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用に関す

　る条例（以下「第１条改正後の条例」という。）第７条第１項の

　規定は令和７年４月１日から、第１条改正後の条例第８条第２項

　及び第３項の規定は同年１２月１日から適用する。 

　（給与の内払） 

３　第１条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条

　の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の

　規定に基づいて支給された給与は、第１条改正後の条例の規定に

　よる給与の内払とみなす。 
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 議  案  第  ６  号

 

　 　 　 広 陵 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償  

　 　 　 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て  

 

　 広 陵 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例

（ 令 和 元 年 ９ 月 広 陵 町 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改

 正 す る 。

 

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之
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　　　広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

　　　一部を改正する条例 

 

　広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年９月広陵町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

　別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

　給料表 

 
職務の級 １級 ２級  

  
号給 給料月額 給料月額  

 
 円 円  

１ １９５，８００ ２４２，０００  
 

２ １９６，９００ ２４３，３００  
 

３ １９８，１００ ２４４，７００  
 

４ １９９，２００ ２４６，１００  
 

５ ２００，３００ ２４７，５００  
 

６ ２０２，０００ ２４８，９００  
 

７ ２０３，６００ ２５０，３００  
 

８ ２０５，２００ ２５１，７００  
 

９ ２０６，７００ ２５３，１００  
 

１０ ２０８，４００ ２５４，３００  
 

１１ ２１０，０００ ２５５，６００  
 

１２ ２１１，６００ ２５６，９００  
 

１３ ２１３，１００ ２５８，１００  
 

１４ ２１４，８００ ２５９，３００  
 

１５ ２１６，５００ ２６０，５００  
 

１６ ２１８，２００ ２６１，７００  
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１７ ２１９，４００ ２６２，８００  
 

１８ ２２１，０００ ２６３，９００  
 

１９ ２２２，６００ ２６５，０００  
 

２０ ２２４，１００ ２６６，１００  
 

２１ ２２５，６００ ２６７，０００  
 

２２ ２２７，２００ ２６８，０００  
 

２３ ２２８，８００ ２６９，０００  
 

２４ ２３０，４００ ２７０，０００  
 

２５ ２３２，０００ ２７１，０００  
 

２６ ２３３，７００ ２７１，９００  
 

２７ ２３５，０００ ２７２，７００  
 

２８ ２３６，３００ ２７３，６００  
 

２９ ２３７，６００ ２７４，４００  
 

３０ ２３８，７００ ２７５，２００  
 

３１ ２３９，８００ ２７６，０００  
 

３２ ２４０，９００ ２７６，７００  
 

３３ ２４２，０００ ２７７，４００  
 

３４ ２４２，９００ ２７８，２００  
 

３５ ２４３，８００ ２７９，０００  
 

３６ ２４４，８００ ２７９，６００  
 

３７ ２４５，８００ ２８０，３００  
 

３８ ２４６，７００ ２８１，１００  
 

３９ ２４７，６００ ２８１，８００  
 

４０ ２４８，４００ ２８２，５００  
 

４１ ２４９，２００ ２８３，２００  
 

４２ ２４９，９００ ２８３，９００  
 

４３ ２５０，５００ ２８４，６００  
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４４ ２５１，１００ ２８５，３００  
 

４５ ２５１，８００ ２８６，０００  
 

４６ ２５２，４００ ２８６，６００  
 

４７ ２５３，０００ ２８７，３００  
 

４８ ２５３，６００ ２８７，９００  
 

４９ ２５４，１００ ２８８，６００  
 

５０ ２５４，７００ ２８９，２００  
 

５１ ２５５，３００ ２８９，９００  
 

５２ ２５５，８００ ２９０，６００  
 

５３ ２５６，２００ ２９１，１００  
 

５４ ２５６，６００ ２９１，７００  
 

５５ ２５６，９００ ２９２，３００  
 

５６ ２５７，２００ ２９３，０００  
 

５７ ２５７，５００ ２９３，６００  
 

５８ ２５７，８００ ２９４，２００  
 

５９ ２５８，１００ ２９４，８００  
 

６０ ２５８，４００ ２９５，５００  
 

６１ ２５８，７００ ２９６，１００  
 

６２ ２５９，０００ ２９６，７００  
 

６３ ２５９，３００ ２９７，２００  
 

６４ ２５９，６００ ２９７，７００  
 

６５ ２５９，９００ ２９８，２００  
 

６６ ２６０，２００ ２９８，８００  
 

６７ ２６０，５００ ２９９，３００  
 

６８ ２６０，８００ ２９９，９００  
 

６９ ２６１，１００ ３００，３００  
 

７０ ２６１，４００ ３００，８００  
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７１ ２６１，７００ ３０１，３００  
 

７２ ２６２，０００ ３０１，９００  
 

７３ ２６２，３００ ３０２，４００  
 

７４ ２６２，６００ ３０２，８００  
 

７５ ２６２，９００ ３０３，１００  
 

７６ ２６３，２００ ３０３，４００  
 

７７ ２６３，５００ ３０３，６００  
 

７８ ２６３，８００ ３０３，９００  
 

７９ ２６４，１００ ３０４，１００  
 

８０ ２６４，４００ ３０４，４００  
 

８１ ２６４，７００ ３０４，６００  
 

８２ ２６５，０００ ３０４，８００  
 

８３ ２６５，３００ ３０５，１００  
 

８４ ２６５，６００ ３０５，３００  
 

８５ ２６５，９００ ３０５，６００  
 

８６ ２６６，２００ ３０５，８００  
 

８７ ２６６，５００ ３０６，１００  
 

８８ ２６６，８００ ３０６，４００  
 

８９ ２６７，１００ ３０６，７００  
 

９０ ２６７，４００ ３０７，０００  
 

９１ ２６７，７００ ３０７，３００  
 

９２ ２６８，０００ ３０７，６００  
 

９３ ２６８，３００ ３０７，８００  
 

９４ ３０８，０００  
 

９５ ３０８，３００  
 

９６ ３０８，７００  
 

９７ ３０８，９００  
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９８ ３０９，２００  
 

９９ ３０９，５００  
 

１００ ３０９，９００  
 

１０１ ３１０，１００  
 

１０２ ３１０，４００  
 

１０３ ３１０，７００  
 

１０４ ３１１，０００  
 

１０５ ３１１，２００  
 

１０６ ３１１，５００  
 

１０７ ３１１，８００  
 

１０８ ３１２，１００  
 

１０９ ３１２，３００  
 

１１０ ３１２，６００  
 

１１１ ３１３，０００  
 

１１２ ３１３，３００  
 

１１３ ３１３，５００  
 

１１４ ３１３，７００  
 

１１５ ３１４，０００  
 

１１６ ３１４，４００  
 

１１７ ３１４，６００  
 

１１８ ３１４，８００  
 

１１９ ３１５，１００  
 

１２０ ３１５，４００  
 

１２１ ３１５，７００  
 

１２２ ３１５，９００  
 

１２３ ３１６，２００  
 

１２４ ３１６，５００  
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１２５ ３１６，８００  

　　　附　則 

　（施行期日等） 

１　この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用

　する。 

　（給与の内払） 

２　改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広陵

　町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基

　づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払

　とみなす。 
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議  案  第  ７  号  

 

 

令 和 ７ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ ２ 号 ）  

 

 

　 令 和 ７ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ ２ 号 ） は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 

　 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条 　 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

　 １ ０ ５ ， ２ ３ ９ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入

　 歳 出 そ れ ぞ れ １ ８ ， １ ０ ７ ， ４ ０ １ 千 円 と す る 。  

 

２ 　 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

　 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 　 歳 入

　 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。  

 

　 （ 債 務 負 担 行 為 の 補 正 ）  

第 ２ 条 　 既 定 の 債 務 負 担 行 為 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ２ 表 　  

　 債 務 負 担 行 為 補 正 」 に よ る 。  

 

　 （ 地 方 債 の 補 正 ）  

第 ３ 条 　 既 定 の 地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ３ 表 　 地 方 債 補 正 」 に  

　 よ る 。  

 

 

　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出  

 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之  
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歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

3,945,568△90,4524,036,02014 国庫支出金

2,479,764△90,4522,570,2162 国庫補助金

769,99659,313710,68318 繰入金

763,20459,313703,8911 基金繰入金

911,900△74,100986,00020 町債

911,900△74,100986,0001 町債

18,107,401△105,23918,212,640歳 入 合 計

第１表　歳入歳出予算補正
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歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

3,945,568△90,4524,036,02014 国庫支出金

2,479,764△90,4522,570,2162 国庫補助金

769,99659,313710,68318 繰入金

763,20459,313703,8911 基金繰入金

911,900△74,100986,00020 町債

911,900△74,100986,0001 町債

18,107,401△105,23918,212,640歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

123,578△1,004124,5821 議会費

123,578△1,004124,5821 議会費

3,471,47845,1323,426,3462 総務費

2,933,32537,9302,895,3951 総務管理費

317,5715,620311,9512 徴税費

138,608395138,2133 戸籍住民基本台帳費

67,3291,18766,1424 選挙費

6,718,864△3,1626,722,0263 民生費

3,219,112△9,2253,228,3371 社会福祉費

3,499,7526,0633,493,6892 児童福祉費

1,508,18817,3261,490,8624 衛生費

603,45815,048588,4101 保健衛生費

904,7302,278902,4522 清掃費

659,9708,458651,5125 農商工費

167,8801,870166,0101 農業費

492,0906,588485,5022 商工費

1,797,653△176,1521,973,8056 土木費

97,633△11797,7501 土木管理費

1,151,092△164,4581,315,5502 道路橋りょう費

213,319△11,577224,8964 都市計画費

1,999,0364,1631,994,8738 教育費

704,5879,671694,9161 教育総務費

129,578265129,3133 中学校費

467,031△8,967475,9984 幼稚園費

417,716△2,035419,7515 社会教育費

49,2925,22944,0636 保健体育費

18,107,401△105,23918,212,640歳 出 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

123,578△1,004124,5821 議会費

123,578△1,004124,5821 議会費

3,471,47845,1323,426,3462 総務費

2,933,32537,9302,895,3951 総務管理費

317,5715,620311,9512 徴税費

138,608395138,2133 戸籍住民基本台帳費

67,3291,18766,1424 選挙費

6,718,864△3,1626,722,0263 民生費

3,219,112△9,2253,228,3371 社会福祉費

3,499,7526,0633,493,6892 児童福祉費

1,508,18817,3261,490,8624 衛生費

603,45815,048588,4101 保健衛生費

904,7302,278902,4522 清掃費

659,9708,458651,5125 農商工費

167,8801,870166,0101 農業費

492,0906,588485,5022 商工費

1,797,653△176,1521,973,8056 土木費

97,633△11797,7501 土木管理費

1,151,092△164,4581,315,5502 道路橋りょう費

213,319△11,577224,8964 都市計画費

1,999,0364,1631,994,8738 教育費

704,5879,671694,9161 教育総務費

129,578265129,3133 中学校費

467,031△8,967475,9984 幼稚園費

417,716△2,035419,7515 社会教育費

49,2925,22944,0636 保健体育費

18,107,401△105,23918,212,640歳 出 合 計
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１　追　加 （単位：千円）

２　変　更 （単位：千円）

箸尾準工業地区道路整備事業

事　　　　　　　項
期　間

補　　正　　後

期　間

第２表　債務負担行為補正

期　　　　間事　　　　　　　項 限　　　度　　　額

放課後子ども育成教室運営補助事業 令和８年度 46,392

令和８年度～
令和９年度

500,000
令和８年度～
令和１０年度

664,458

限　度　額 限　度　額

補　　正　　前
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第３表  地方債補正

１　　変　更 （単位：千円）

町 道 整 備 事 業 570,200

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを行
った後におい
ては、当該見
直し後の利率
）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合は
その債権者と
の協定による
。ただし、財
政の都合によ
り繰上償還又
は低利に借換
えすることが
できる。

496,100

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを行
った後におい
ては、当該見
直し後の利率
）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合は
その債権者と
の協定による
。ただし、財
政の都合によ
り繰上償還又
は低利に借換
えすることが
できる。

償 還 の
方 法

起債の目的 償 還 の
方 法

補　　正　　後

利 率限 度 額限 度 額
起債の
方 法

利 率
起債の
方 法

補　　正　　前
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歳入歳出補正予算事項別明細書

１　総　括

歳 入 （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 備 考

14 国庫支出金 4,036,020 △90,452 3,945,568

18 繰入金 710,683 59,313 769,996

20 町債 986,000 △74,100 911,900

△105,239 18,107,401歳     入     合     計 18,212,640
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歳入歳出補正予算事項別明細書

１　総　括

歳 入 （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 備 考

14 国庫支出金 4,036,020 △90,452 3,945,568

18 繰入金 710,683 59,313 769,996

20 町債 986,000 △74,100 911,900

△105,239 18,107,401歳     入     合     計 18,212,640
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地 方 債国県支出金

歳 出

款 補正前の額 補　正　額

（単位：千円）

計

そ の 他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 備 考

議会費 124,5821 123,578△1,004 △1,004

総務費 3,426,3462 3,471,47845,132 45,132

民生費 6,722,0263 6,718,864△3,162 △3,162

衛生費 1,490,8624 1,508,18817,326 17,326

農商工費 651,5125 659,9708,458 8,458

土木費 1,973,8056 1,797,653△176,152 △90,452 △74,100 △11,600

教育費 1,994,8738 1,999,0364,163 4,163

歳     出     合     計 18,212,640 △105,239 18,107,401 △90,452 59,313△74,100
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地 方 債国県支出金

歳 出

款 補正前の額 補　正　額

（単位：千円）

計

そ の 他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 備 考

議会費 124,5821 123,578△1,004 △1,004

総務費 3,426,3462 3,471,47845,132 45,132

民生費 6,722,0263 6,718,864△3,162 △3,162

衛生費 1,490,8624 1,508,18817,326 17,326

農商工費 651,5125 659,9708,458 8,458

土木費 1,973,8056 1,797,653△176,152 △90,452 △74,100 △11,600

教育費 1,994,8738 1,999,0364,163 4,163

歳     出     合     計 18,212,640 △105,239 18,107,401 △90,452 59,313△74,100
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補正前の額

２　歳　入
 14 国庫支出金  2 国庫補助金  4 土木費国庫補助金

（単位：千円）

款              項              目 補 正 額 計
区   分

節

金   額
説     明

14 国庫支出金 4,036,020 3,945,568△90,452

2 国庫補助金 2,570,216 2,479,764△90,452

箸尾準工業地区道路整備事業補助金 △90,452道路橋りょう費交4 土木費国庫補助金 754,850 664,398 2 △90,452△90,452

付金

18 繰入金 710,683 769,99659,313

1 基金繰入金 703,891 763,20459,313

財政調整基金繰入金 59,313財政調整基金繰入1 財政調整基金繰入金 349,419 408,732 1 59,31359,313

金

20 町債 986,000 911,900△74,100

1 町債 986,000 911,900△74,100

町道整備事業債 △74,100道路橋りょう債4 土木債 770,400 696,300 1 △74,100△74,100
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補正前の額

２　歳　入
 14 国庫支出金  2 国庫補助金  4 土木費国庫補助金

（単位：千円）

款              項              目 補 正 額 計
区   分

節

金   額
説     明

14 国庫支出金 4,036,020 3,945,568△90,452

2 国庫補助金 2,570,216 2,479,764△90,452

箸尾準工業地区道路整備事業補助金 △90,452道路橋りょう費交4 土木費国庫補助金 754,850 664,398 2 △90,452△90,452

付金

18 繰入金 710,683 769,99659,313

1 基金繰入金 703,891 763,20459,313

財政調整基金繰入金 59,313財政調整基金繰入1 財政調整基金繰入金 349,419 408,732 1 59,31359,313

金

20 町債 986,000 911,900△74,100

1 町債 986,000 911,900△74,100

町道整備事業債 △74,100道路橋りょう債4 土木債 770,400 696,300 1 △74,100△74,100
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３　歳　出
 1 議会費  1 議会費  1 議会費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

1 議会費 124,582 △1,004 123,578 △1,004

1 議会費 124,582 △1,004 123,578 △1,004

●議員報酬・給与費1 議会費 124,582 △1,004 123,578 △1,004 1 報酬 △733 △1,004

　・議員報酬 △733

　・一般職給2 給料 346 346

　・地域手当 2

　・期末手当3 職員手当等 △716 △462

　・勤勉手当 80

　・管理職手当4 共済費 99 △300

　・時間外勤務手当 △36

　・共済組合負担金 99

2 総務費 3,426,346 45,132 3,471,478 45,132

1 総務管理費 2,895,395 37,930 2,933,325 37,930

●給与費1 一般管理費 1,251,228 37,930 1,289,158 37,930 2 給料 13,407 33,580

　・一般職給 13,407

　・扶養手当3 職員手当等 17,053 408

　・地域手当 892

　・期末手当4 共済費 7,470 1,939

　・勤勉手当 1,210

　・管理職手当 1,020

　・時間外勤務手当 1,403

　・通勤手当 △75

　・宿日直手当 74

　・児童手当 1,075

　・退職手当 7,257

　・共済組合負担金 4,970

●給与費（会計年度任用職員） 4,350

　・退職手当 1,850

　・共済組合負担金 2,500

2 徴税費 311,951 5,620 317,571 5,620

●給与費1 税務総務費 248,577 5,620 254,197 5,620 1 報酬 1,090 4,530

　・一般職給 2,741

　・扶養手当2 給料 2,741 △381

　・地域手当 136

　・期末手当3 職員手当等 1,213 538

　・勤勉手当 526

　・管理職手当4 共済費 576 360

　・時間外勤務手当 108

　・通勤手当 66

　・児童手当 △140

　・共済組合負担金 576

●給与費（会計年度任用職員） 1,090

　・会計年度任用職員報酬 1,090

－ 48 －



３　歳　出
 1 議会費  1 議会費  1 議会費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

1 議会費 124,582 △1,004 123,578 △1,004

1 議会費 124,582 △1,004 123,578 △1,004

●議員報酬・給与費1 議会費 124,582 △1,004 123,578 △1,004 1 報酬 △733 △1,004

　・議員報酬 △733

　・一般職給2 給料 346 346

　・地域手当 2

　・期末手当3 職員手当等 △716 △462

　・勤勉手当 80

　・管理職手当4 共済費 99 △300

　・時間外勤務手当 △36

　・共済組合負担金 99

2 総務費 3,426,346 45,132 3,471,478 45,132

1 総務管理費 2,895,395 37,930 2,933,325 37,930

●給与費1 一般管理費 1,251,228 37,930 1,289,158 37,930 2 給料 13,407 33,580

　・一般職給 13,407

　・扶養手当3 職員手当等 17,053 408

　・地域手当 892

　・期末手当4 共済費 7,470 1,939

　・勤勉手当 1,210

　・管理職手当 1,020

　・時間外勤務手当 1,403

　・通勤手当 △75

　・宿日直手当 74

　・児童手当 1,075

　・退職手当 7,257

　・共済組合負担金 4,970

●給与費（会計年度任用職員） 4,350

　・退職手当 1,850

　・共済組合負担金 2,500

2 徴税費 311,951 5,620 317,571 5,620

●給与費1 税務総務費 248,577 5,620 254,197 5,620 1 報酬 1,090 4,530

　・一般職給 2,741

　・扶養手当2 給料 2,741 △381

　・地域手当 136

　・期末手当3 職員手当等 1,213 538

　・勤勉手当 526

　・管理職手当4 共済費 576 360

　・時間外勤務手当 108

　・通勤手当 66

　・児童手当 △140

　・共済組合負担金 576

●給与費（会計年度任用職員） 1,090

　・会計年度任用職員報酬 1,090

－ 49 －



 2 総務費  3 戸籍住民基本台帳費  1 戸籍住民基本台帳費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

3 戸籍住民基 138,213 395 138,608 395

本台帳費

●給与費1 戸籍住民基 138,213 395 138,608 395 1 報酬 510 △565

　・一般職給 △260本台帳費

　・扶養手当2 給料 190 △157

　・地域手当 △33

　・期末手当3 職員手当等 9 131

　・勤勉手当 10

　・管理職手当4 共済費 △314 △360

　・時間外勤務手当 348

　・通勤手当 55

　・住居手当 15

　・共済組合負担金 △314

●給与費（会計年度任用職員） 960

　・会計年度任用職員報酬 510

　・一般職給 450

4 選挙費 66,142 1,187 67,329 1,187

●給与費1 選挙管理委 7,229 1,187 8,416 1,187 2 給料 135 1,187

　・一般職給 135員会費

　・地域手当3 職員手当等 784 7

　・期末手当 39

　・勤勉手当4 共済費 268 115

　・時間外勤務手当 620

　・通勤手当 3

　・共済組合負担金 268

3 民生費 6,722,026 △3,162 6,718,864 △3,162

1 社会福祉費 3,228,337 △9,225 3,219,112 △9,225

●給与費1 社会福祉総 334,153 △10,370 323,783 △10,370 1 報酬 6,500 △21,290

　・一般職給 △13,367務費

　・扶養手当2 給料 △10,567 △67

　・地域手当 △669

　・期末手当3 職員手当等 △3,186 △2,341

　・勤勉手当 △1,815

　・管理職手当4 共済費 △3,237 △105

　・時間外勤務手当 623

　・通勤手当8 旅費 120 56

　・住居手当 352

　・児童手当 △150

　・共済組合負担金 △3,807

●給与費（会計年度任用職員） 10,920

　・会計年度任用職員報酬 6,500

　・一般職給 2,800

　・地域手当 30

　・期末手当 500

－ 50 －



 2 総務費  3 戸籍住民基本台帳費  1 戸籍住民基本台帳費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

3 戸籍住民基 138,213 395 138,608 395

本台帳費

●給与費1 戸籍住民基 138,213 395 138,608 395 1 報酬 510 △565

　・一般職給 △260本台帳費

　・扶養手当2 給料 190 △157

　・地域手当 △33

　・期末手当3 職員手当等 9 131

　・勤勉手当 10

　・管理職手当4 共済費 △314 △360

　・時間外勤務手当 348

　・通勤手当 55

　・住居手当 15

　・共済組合負担金 △314

●給与費（会計年度任用職員） 960

　・会計年度任用職員報酬 510

　・一般職給 450

4 選挙費 66,142 1,187 67,329 1,187

●給与費1 選挙管理委 7,229 1,187 8,416 1,187 2 給料 135 1,187

　・一般職給 135員会費

　・地域手当3 職員手当等 784 7

　・期末手当 39

　・勤勉手当4 共済費 268 115

　・時間外勤務手当 620

　・通勤手当 3

　・共済組合負担金 268

3 民生費 6,722,026 △3,162 6,718,864 △3,162

1 社会福祉費 3,228,337 △9,225 3,219,112 △9,225

●給与費1 社会福祉総 334,153 △10,370 323,783 △10,370 1 報酬 6,500 △21,290

　・一般職給 △13,367務費

　・扶養手当2 給料 △10,567 △67

　・地域手当 △669

　・期末手当3 職員手当等 △3,186 △2,341

　・勤勉手当 △1,815

　・管理職手当4 共済費 △3,237 △105

　・時間外勤務手当 623

　・通勤手当8 旅費 120 56

　・住居手当 352

　・児童手当 △150

　・共済組合負担金 △3,807

●給与費（会計年度任用職員） 10,920

　・会計年度任用職員報酬 6,500

　・一般職給 2,800

　・地域手当 30

　・期末手当 500

－ 51 －



 3 民生費  1 社会福祉費  1 社会福祉総務費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・勤勉手当 400

　・共済組合負担金 570

　・費用弁償 120

●給与費4 国民年金費 5,177 964 6,141 964 2 給料 143 964

　・一般職給 143

　・地域手当3 職員手当等 672 8

　・期末手当 38

　・勤勉手当4 共済費 149 33

　・時間外勤務手当 233

　・通勤手当 24

　・住居手当 336

　・共済組合負担金 149

●給与費8 後期高齢者 519,651 181 519,832 181 2 給料 117 181

　・一般職給 117医療費

　・地域手当3 職員手当等 51 7

　・期末手当 36

　・勤勉手当4 共済費 13 29

　・時間外勤務手当 △21

　・共済組合負担金 13

2 児童福祉費 3,493,689 6,063 3,499,752 6,063

●給与費1 児童福祉総 371,305 2,289 373,594 2,289 1 報酬 1,790 169

　・一般職給 125務費

　・地域手当2 給料 125 7

　・期末手当 △195

　・勤勉手当3 職員手当等 312 △188

　・時間外勤務手当 91

　・通勤手当4 共済費 62 51

　・住居手当 336

　・共済組合負担金 △58

●給与費（会計年度任用職員） 2,120

　・会計年度任用職員報酬 1,790

　・勤勉手当 210

　・共済組合負担金 120

●給与費3 保育所費 487,622 174 487,796 174 1 報酬 3,800 △4,396

　・一般職給 △2,553

　・扶養手当2 給料 △2,363 △380

　・地域手当 △147

　・期末手当3 職員手当等 13 △205

　・勤勉手当 △223

　・時間外勤務手当4 共済費 △1,306 △14

　・通勤手当 △54

　・住居手当8 旅費 30 336

　・児童手当 150

　・共済組合負担金 △1,306

●給与費（会計年度任用職員） 4,570

　・会計年度任用職員報酬 3,800

－ 52 －



 3 民生費  1 社会福祉費  1 社会福祉総務費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・勤勉手当 400

　・共済組合負担金 570

　・費用弁償 120

●給与費4 国民年金費 5,177 964 6,141 964 2 給料 143 964

　・一般職給 143

　・地域手当3 職員手当等 672 8

　・期末手当 38

　・勤勉手当4 共済費 149 33

　・時間外勤務手当 233

　・通勤手当 24

　・住居手当 336

　・共済組合負担金 149

●給与費8 後期高齢者 519,651 181 519,832 181 2 給料 117 181

　・一般職給 117医療費

　・地域手当3 職員手当等 51 7

　・期末手当 36

　・勤勉手当4 共済費 13 29

　・時間外勤務手当 △21

　・共済組合負担金 13

2 児童福祉費 3,493,689 6,063 3,499,752 6,063

●給与費1 児童福祉総 371,305 2,289 373,594 2,289 1 報酬 1,790 169

　・一般職給 125務費

　・地域手当2 給料 125 7

　・期末手当 △195

　・勤勉手当3 職員手当等 312 △188

　・時間外勤務手当 91

　・通勤手当4 共済費 62 51

　・住居手当 336

　・共済組合負担金 △58

●給与費（会計年度任用職員） 2,120

　・会計年度任用職員報酬 1,790

　・勤勉手当 210

　・共済組合負担金 120

●給与費3 保育所費 487,622 174 487,796 174 1 報酬 3,800 △4,396

　・一般職給 △2,553

　・扶養手当2 給料 △2,363 △380

　・地域手当 △147

　・期末手当3 職員手当等 13 △205

　・勤勉手当 △223

　・時間外勤務手当4 共済費 △1,306 △14

　・通勤手当 △54

　・住居手当8 旅費 30 336

　・児童手当 150

　・共済組合負担金 △1,306

●給与費（会計年度任用職員） 4,570

　・会計年度任用職員報酬 3,800

－ 53 －



 3 民生費  2 児童福祉費  3 保育所費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・一般職給 190

　・期末手当 550

　・費用弁償 30

●給与費4 こども園費 265,614 3,180 268,794 3,180 1 報酬 600 2,580

　・一般職給 1,005

　・扶養手当2 給料 1,005 270

　・地域手当 110

　・期末手当3 職員手当等 1,006 488

　・勤勉手当 △138

　・管理職手当4 共済費 569 300

　・時間外勤務手当 33

　・通勤手当 283

　・住居手当 △655

　・児童手当 315

　・共済組合負担金 569

●給与費（会計年度任用職員） 600

　・会計年度任用職員報酬 600

●給与費（会計年度任用職員）6 子ども育成 258,690 420 259,110 420 3 職員手当等 420 420

　・期末手当費 220

　・勤勉手当 200

4 衛生費 1,490,862 17,326 1,508,188 17,326

1 保健衛生費 588,410 15,048 603,458 15,048

●給与費1 保健衛生総 208,822 12,488 221,310 12,488 1 報酬 700 11,598

　・一般職給 5,299務費

　・扶養手当2 給料 5,299 506

　・地域手当 315

　・期末手当3 職員手当等 4,594 1,137

　・勤勉手当 797

　・管理職手当4 共済費 1,895 360

　・時間外勤務手当 658

　・通勤手当 5

　・住居手当 336

　・児童手当 330

　・共済組合負担金 1,855

●給与費（会計年度任用職員） 890

　・会計年度任用職員報酬 700

　・勤勉手当 150

　・共済組合負担金 40

●給与費（会計年度任用職員）2 予防費 324,617 2,490 327,107 2,490 1 報酬 2,100 2,490

　・会計年度任用職員報酬 2,100

　・期末手当3 職員手当等 300 300

　・共済組合負担金 30

　・費用弁償4 共済費 30 60

－ 54 －



 3 民生費  2 児童福祉費  3 保育所費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・一般職給 190

　・期末手当 550

　・費用弁償 30

●給与費4 こども園費 265,614 3,180 268,794 3,180 1 報酬 600 2,580

　・一般職給 1,005

　・扶養手当2 給料 1,005 270

　・地域手当 110

　・期末手当3 職員手当等 1,006 488

　・勤勉手当 △138

　・管理職手当4 共済費 569 300

　・時間外勤務手当 33

　・通勤手当 283

　・住居手当 △655

　・児童手当 315

　・共済組合負担金 569

●給与費（会計年度任用職員） 600

　・会計年度任用職員報酬 600

●給与費（会計年度任用職員）6 子ども育成 258,690 420 259,110 420 3 職員手当等 420 420

　・期末手当費 220

　・勤勉手当 200

4 衛生費 1,490,862 17,326 1,508,188 17,326

1 保健衛生費 588,410 15,048 603,458 15,048

●給与費1 保健衛生総 208,822 12,488 221,310 12,488 1 報酬 700 11,598

　・一般職給 5,299務費

　・扶養手当2 給料 5,299 506

　・地域手当 315

　・期末手当3 職員手当等 4,594 1,137

　・勤勉手当 797

　・管理職手当4 共済費 1,895 360

　・時間外勤務手当 658

　・通勤手当 5

　・住居手当 336

　・児童手当 330

　・共済組合負担金 1,855

●給与費（会計年度任用職員） 890

　・会計年度任用職員報酬 700

　・勤勉手当 150

　・共済組合負担金 40

●給与費（会計年度任用職員）2 予防費 324,617 2,490 327,107 2,490 1 報酬 2,100 2,490

　・会計年度任用職員報酬 2,100

　・期末手当3 職員手当等 300 300

　・共済組合負担金 30

　・費用弁償4 共済費 30 60

－ 55 －



 4 衛生費  1 保健衛生費  2 予防費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

8 旅費 60

●給与費（会計年度任用職員）4 環境保全費 12,090 70 12,160 70 1 報酬 70 70

　・会計年度任用職員報酬 70

2 清掃費 902,452 2,278 904,730 2,278

●給与費1 清掃総務費 515,486 2,178 517,664 2,178 1 報酬 110 525

　・一般職給 509

　・地域手当2 給料 509 26

　・期末手当 144

　・勤勉手当3 職員手当等 146 124

　・管理職手当 120

　・時間外勤務手当4 共済費 △30 △368

　・共済組合負担金 △30

●給与費（会計年度任用職員）18 負担金､補助 1,443 210

　・会計年度任用職員報酬及び交付金 110

　・期末手当 50

　・勤勉手当 50

●一般経費（リレーセンター） 1,443

　・環境整備費補助金 1,443

●給与費（会計年度任用職員）2 塵芥処理費 337,589 100 337,689 100 3 職員手当等 100 100

　・期末手当 50

　・勤勉手当 50

5 農商工費 651,512 8,458 659,970 8,458

1 農業費 166,010 1,870 167,880 1,870

●給与費1 農業委員会 21,161 816 21,977 816 2 給料 191 816

　・一般職給 191費

　・扶養手当3 職員手当等 467 36

　・地域手当 12

　・期末手当4 共済費 158 67

　・勤勉手当 52

　・住居手当 300

　・共済組合負担金 158

●給与費2 農業総務費 44,043 618 44,661 618 2 給料 387 618

　・一般職給 387

　・地域手当3 職員手当等 186 20

　・期末手当 117

　・勤勉手当4 共済費 45 102

　・時間外勤務手当 △53

　・共済組合負担金 45

●給与費3 農地費 48,784 436 49,220 436 2 給料 129 436

　・一般職給 129

　・地域手当3 職員手当等 168 7

－ 56 －



 4 衛生費  1 保健衛生費  2 予防費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

8 旅費 60

●給与費（会計年度任用職員）4 環境保全費 12,090 70 12,160 70 1 報酬 70 70

　・会計年度任用職員報酬 70

2 清掃費 902,452 2,278 904,730 2,278

●給与費1 清掃総務費 515,486 2,178 517,664 2,178 1 報酬 110 525

　・一般職給 509

　・地域手当2 給料 509 26

　・期末手当 144

　・勤勉手当3 職員手当等 146 124

　・管理職手当 120

　・時間外勤務手当4 共済費 △30 △368

　・共済組合負担金 △30

●給与費（会計年度任用職員）18 負担金､補助 1,443 210

　・会計年度任用職員報酬及び交付金 110

　・期末手当 50

　・勤勉手当 50

●一般経費（リレーセンター） 1,443

　・環境整備費補助金 1,443

●給与費（会計年度任用職員）2 塵芥処理費 337,589 100 337,689 100 3 職員手当等 100 100

　・期末手当 50

　・勤勉手当 50

5 農商工費 651,512 8,458 659,970 8,458

1 農業費 166,010 1,870 167,880 1,870

●給与費1 農業委員会 21,161 816 21,977 816 2 給料 191 816

　・一般職給 191費

　・扶養手当3 職員手当等 467 36

　・地域手当 12

　・期末手当4 共済費 158 67

　・勤勉手当 52

　・住居手当 300

　・共済組合負担金 158

●給与費2 農業総務費 44,043 618 44,661 618 2 給料 387 618

　・一般職給 387

　・地域手当3 職員手当等 186 20

　・期末手当 117

　・勤勉手当4 共済費 45 102

　・時間外勤務手当 △53

　・共済組合負担金 45

●給与費3 農地費 48,784 436 49,220 436 2 給料 129 436

　・一般職給 129

　・地域手当3 職員手当等 168 7

－ 57 －



 5 農商工費  1 農業費  3 農地費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・期末手当4 共済費 139 40

　・勤勉手当 35

　・時間外勤務手当 86

　・共済組合負担金 139

2 商工費 485,502 6,588 492,090 6,588

●給与費1 商工振興費 469,108 6,588 475,696 6,588 1 報酬 △3,600 11,038

　・一般職給 5,152

　・地域手当2 給料 5,152 641

　・期末手当 1,765

　・勤勉手当3 職員手当等 4,249 1,563

　・管理職手当 720

　・時間外勤務手当4 共済費 787 76

　・通勤手当 34

　・共済組合負担金 1,087

●給与費（会計年度任用職員） △4,450

　・会計年度任用職員報酬 △3,600

　・期末手当 △350

　・勤勉手当 △200

　・共済組合負担金 △300

6 土木費 1,973,805 △176,152 1,797,653 △90,452 △74,100 △11,600

1 土木管理費 97,750 △117 97,633 △117

●給与費1 土木総務費 97,750 △117 97,633 △117 1 報酬 2,200 △3,957

　・一般職給 △2,227

　・扶養手当2 給料 △1,327 189

　・地域手当 △108

　・期末手当3 職員手当等 △247 △417

　・勤勉手当 △344

　・管理職手当4 共済費 △743 △390

　・時間外勤務手当 62

　・通勤手当 △109

　・児童手当 270

　・共済組合負担金 △883

●給与費（会計年度任用職員） 3,840

　・会計年度任用職員報酬 2,200

　・一般職給 900

　・勤勉手当 600

　・共済組合負担金 140

2 道路橋りょ 1,315,550 △164,458 1,151,092 △90,452 △74,100 94

う費

●箸尾準工業地区道路整備事業2 道路橋りょ 1,032,150 △164,458 867,692 △90,452 △74,100 94 14 工事請負費 △164,458 △164,458

　・町道整備工事う新設改良 △164,458

費

－ 58 －



 5 農商工費  1 農業費  3 農地費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・期末手当4 共済費 139 40

　・勤勉手当 35

　・時間外勤務手当 86

　・共済組合負担金 139

2 商工費 485,502 6,588 492,090 6,588

●給与費1 商工振興費 469,108 6,588 475,696 6,588 1 報酬 △3,600 11,038

　・一般職給 5,152

　・地域手当2 給料 5,152 641

　・期末手当 1,765

　・勤勉手当3 職員手当等 4,249 1,563

　・管理職手当 720

　・時間外勤務手当4 共済費 787 76

　・通勤手当 34

　・共済組合負担金 1,087

●給与費（会計年度任用職員） △4,450

　・会計年度任用職員報酬 △3,600

　・期末手当 △350

　・勤勉手当 △200

　・共済組合負担金 △300

6 土木費 1,973,805 △176,152 1,797,653 △90,452 △74,100 △11,600

1 土木管理費 97,750 △117 97,633 △117

●給与費1 土木総務費 97,750 △117 97,633 △117 1 報酬 2,200 △3,957

　・一般職給 △2,227

　・扶養手当2 給料 △1,327 189

　・地域手当 △108

　・期末手当3 職員手当等 △247 △417

　・勤勉手当 △344

　・管理職手当4 共済費 △743 △390

　・時間外勤務手当 62

　・通勤手当 △109

　・児童手当 270

　・共済組合負担金 △883

●給与費（会計年度任用職員） 3,840

　・会計年度任用職員報酬 2,200

　・一般職給 900

　・勤勉手当 600

　・共済組合負担金 140

2 道路橋りょ 1,315,550 △164,458 1,151,092 △90,452 △74,100 94

う費

●箸尾準工業地区道路整備事業2 道路橋りょ 1,032,150 △164,458 867,692 △90,452 △74,100 94 14 工事請負費 △164,458 △164,458

　・町道整備工事う新設改良 △164,458

費

－ 59 －



 6 土木費  4 都市計画費  1 都市計画総務費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

4 都市計画費 224,896 △11,577 213,319 △11,577

●給与費1 都市計画総 50,097 △11,577 38,520 △11,577 2 給料 △6,976 △11,577

　・一般職給 △6,976務費

　・扶養手当3 職員手当等 △2,007 318

　・地域手当 △339

　・期末手当4 共済費 △2,594 △1,094

　・勤勉手当 △849

　・管理職手当 △135

　・時間外勤務手当 △38

　・通勤手当 △200

　・住居手当 165

　・児童手当 165

　・共済組合負担金 △2,594

8 教育費 1,994,873 4,163 1,999,036 4,163

1 教育総務費 694,916 9,671 704,587 9,671

●給与費2 事務局費 426,258 9,671 435,929 9,671 1 報酬 △1,800 11,771

　・一般職給 6,399

　・地域手当2 給料 6,399 361

　・期末手当 1,466

　・勤勉手当3 職員手当等 4,111 1,054

　・管理職手当 780

　・時間外勤務手当4 共済費 961 246

　・通勤手当 124

　・住居手当 △300

　・児童手当 380

　・共済組合負担金 1,261

●給与費（会計年度任用職員） △2,100

　・会計年度任用職員報酬 △1,800

　・共済組合負担金 △300

3 中学校費 129,313 265 129,578 265

●給与費1 学校管理費 103,884 265 104,149 265 2 給料 129 265

　・一般職給 129

　・地域手当3 職員手当等 108 7

　・期末手当 40

　・勤勉手当4 共済費 28 35

　・時間外勤務手当 26

　・共済組合負担金 28

4 幼稚園費 475,998 △8,967 467,031 △8,967

●給与費1 幼稚園管理 475,998 △8,967 467,031 △8,967 1 報酬 △1,700 △5,167

　・一般職給 △3,147費

　・扶養手当2 給料 △3,147 276

　・地域手当 △145

－ 60 －



 6 土木費  4 都市計画費  1 都市計画総務費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

4 都市計画費 224,896 △11,577 213,319 △11,577

●給与費1 都市計画総 50,097 △11,577 38,520 △11,577 2 給料 △6,976 △11,577

　・一般職給 △6,976務費

　・扶養手当3 職員手当等 △2,007 318

　・地域手当 △339

　・期末手当4 共済費 △2,594 △1,094

　・勤勉手当 △849

　・管理職手当 △135

　・時間外勤務手当 △38

　・通勤手当 △200

　・住居手当 165

　・児童手当 165

　・共済組合負担金 △2,594

8 教育費 1,994,873 4,163 1,999,036 4,163

1 教育総務費 694,916 9,671 704,587 9,671

●給与費2 事務局費 426,258 9,671 435,929 9,671 1 報酬 △1,800 11,771

　・一般職給 6,399

　・地域手当2 給料 6,399 361

　・期末手当 1,466

　・勤勉手当3 職員手当等 4,111 1,054

　・管理職手当 780

　・時間外勤務手当4 共済費 961 246

　・通勤手当 124

　・住居手当 △300

　・児童手当 380

　・共済組合負担金 1,261

●給与費（会計年度任用職員） △2,100

　・会計年度任用職員報酬 △1,800

　・共済組合負担金 △300

3 中学校費 129,313 265 129,578 265

●給与費1 学校管理費 103,884 265 104,149 265 2 給料 129 265

　・一般職給 129

　・地域手当3 職員手当等 108 7

　・期末手当 40

　・勤勉手当4 共済費 28 35

　・時間外勤務手当 26

　・共済組合負担金 28

4 幼稚園費 475,998 △8,967 467,031 △8,967

●給与費1 幼稚園管理 475,998 △8,967 467,031 △8,967 1 報酬 △1,700 △5,167

　・一般職給 △3,147費

　・扶養手当2 給料 △3,147 276

　・地域手当 △145

－ 61 －



 8 教育費  4 幼稚園費  1 幼稚園管理費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・期末手当3 職員手当等 △3,751 △469

　・勤勉手当 △620

　・管理職手当4 共済費 △369 △600

　・時間外勤務手当 9

　・通勤手当 △294

　・住居手当 42

　・児童手当 150

　・共済組合負担金 △369

●給与費（会計年度任用職員） △3,800

　・会計年度任用職員報酬 △1,700

　・期末手当 △950

　・勤勉手当 △1,150

5 社会教育費 419,751 △2,035 417,716 △2,035

●給与費1 社会教育総 35,752 △4,248 31,504 △4,248 2 給料 △2,689 △4,248

　・一般職給 △2,689務費

　・扶養手当3 職員手当等 △540 217

　・地域手当 △141

　・期末手当4 共済費 △1,019 △296

　・勤勉手当 △439

　・管理職手当 △360

　・時間外勤務手当 △336

　・通勤手当 25

　・住居手当 280

　・児童手当 510

　・共済組合負担金 △1,019

●給与費2 図書館費 107,714 9,737 117,451 9,737 2 給料 5,552 9,737

　・一般職給 5,552

　・地域手当3 職員手当等 2,386 280

　・期末手当 1,158

　・勤勉手当4 共済費 1,799 980

　・管理職手当 60

　・時間外勤務手当 △92

　・共済組合負担金 1,799

●給与費3 公民館費 167,199 △7,896 159,303 △7,896 2 給料 △4,716 △7,896

　・一般職給 △4,716

　・扶養手当3 職員手当等 △1,756 552

　・地域手当 △226

　・期末手当4 共済費 △1,424 △916

　・勤勉手当 △862

　・管理職手当 △360

　・通勤手当 △184

　・児童手当 240

　・共済組合負担金 △1,424

●給与費4 文化財保護 109,086 372 109,458 372 2 給料 265 372

　・一般職給 265費

　・地域手当3 職員手当等 103 14

－ 62 －



 8 教育費  4 幼稚園費  1 幼稚園管理費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・期末手当3 職員手当等 △3,751 △469

　・勤勉手当 △620

　・管理職手当4 共済費 △369 △600

　・時間外勤務手当 9

　・通勤手当 △294

　・住居手当 42

　・児童手当 150

　・共済組合負担金 △369

●給与費（会計年度任用職員） △3,800

　・会計年度任用職員報酬 △1,700

　・期末手当 △950

　・勤勉手当 △1,150

5 社会教育費 419,751 △2,035 417,716 △2,035

●給与費1 社会教育総 35,752 △4,248 31,504 △4,248 2 給料 △2,689 △4,248

　・一般職給 △2,689務費

　・扶養手当3 職員手当等 △540 217

　・地域手当 △141

　・期末手当4 共済費 △1,019 △296

　・勤勉手当 △439

　・管理職手当 △360

　・時間外勤務手当 △336

　・通勤手当 25

　・住居手当 280

　・児童手当 510

　・共済組合負担金 △1,019

●給与費2 図書館費 107,714 9,737 117,451 9,737 2 給料 5,552 9,737

　・一般職給 5,552

　・地域手当3 職員手当等 2,386 280

　・期末手当 1,158

　・勤勉手当4 共済費 1,799 980

　・管理職手当 60

　・時間外勤務手当 △92

　・共済組合負担金 1,799

●給与費3 公民館費 167,199 △7,896 159,303 △7,896 2 給料 △4,716 △7,896

　・一般職給 △4,716

　・扶養手当3 職員手当等 △1,756 552

　・地域手当 △226

　・期末手当4 共済費 △1,424 △916

　・勤勉手当 △862

　・管理職手当 △360

　・通勤手当 △184

　・児童手当 240

　・共済組合負担金 △1,424

●給与費4 文化財保護 109,086 372 109,458 372 2 給料 265 372

　・一般職給 265費

　・地域手当3 職員手当等 103 14

－ 63 －



 8 教育費  5 社会教育費  4 文化財保護費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・期末手当4 共済費 4 81

　・勤勉手当 71

　・時間外勤務手当 △63

　・共済組合負担金 4

6 保健体育費 44,063 5,229 49,292 5,229

●給与費1 保健体育総 44,063 5,229 49,292 5,229 2 給料 3,237 5,229

　・一般職給 3,237務費

　・扶養手当3 職員手当等 1,264 △36

　・地域手当 160

　・期末手当4 共済費 728 582

　・勤勉手当 491

　・時間外勤務手当 136

　・通勤手当 15

　・住居手当 △84

　・共済組合負担金 728

－ 64 －



 8 教育費  5 社会教育費  4 文化財保護費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

　・期末手当4 共済費 4 81

　・勤勉手当 71

　・時間外勤務手当 △63

　・共済組合負担金 4

6 保健体育費 44,063 5,229 49,292 5,229

●給与費1 保健体育総 44,063 5,229 49,292 5,229 2 給料 3,237 5,229

　・一般職給 3,237務費

　・扶養手当3 職員手当等 1,264 △36

　・地域手当 160

　・期末手当4 共済費 728 582

　・勤勉手当 491

　・時間外勤務手当 136

　・通勤手当 15

　・住居手当 △84

　・共済組合負担金 728

－ 65 －



給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

１　　特   別   職

（単位  千円）

区　　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備考
（人）

9,490 9,772 44,861 5,148 50,009

報　　酬 給　料 期末手当 その他 計

25,599

68,997 13,106 82,103

その他 1,068 42,565 2,990

議　員 14 49,379 19,618

45,555 45,555

計 1,085 91,944 25,599 29,108 12,762 159,413 18,254 177,667

補
正
前

長　等 3 25,599 9,490

補
正
後

長　等 3

9,118 44,207 4,638 48,845

議　員 14 50,112 20,171 70,283 13,106 83,389

その他 1,068 42,565 2,990 45,555 45,555

計 1,085 92,677 25,599 29,661

654 654 510 1,164

12,108 160,045 17,744 177,789

△ 1,286 △ 1,286議　員 △ 733 △ 553

△ 632 510 △ 122

２　　一   般   職

（１）総　括 （単位  千円）

計 △ 733 △ 553 654

比
較

長　等

その他

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

342,315 2,300,932

補　正　前 466 315,980 890,843 698,340 1,905,163 338,081

補　正　後 468 328,350 904,516 725,751 1,958,617

2,243,244

比　　　較 2 12,370 13,673 27,411 53,454 4,234 57,688

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 後

30,480

比    較 1,751 1,234 4,334 2,139 1,110

20,038 48,672 262,421 211,844 31,590

補 正 前 18,287 47,438 258,087 209,705

補 正 後 30,533 13,260 44 107,349

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較 3,737 △ 169 13,275

補 正 前 26,796 13,429 44 94,074
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

256,978 1,673,677

（単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　前 236 824,323 558,192 1,382,515 255,544 1,638,059

補　正　後 235 833,656 583,043 1,416,699

比　　　較 △ 1 9,333 24,851 34,184 1,434 35,618

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 後

30,480

比    較 1,751 1,204 3,964 1,829 1,110

20,038 45,313 192,081 152,758 31,590

補 正 前 18,287 44,109 188,117 150,929

補 正 後 29,201 12,101 44 99,917

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較 3,737 △ 169 11,425

補 正 前 25,464 12,270 44 88,492

　イ　会計年度任用職員

85,337 627,255

（単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　前 230 315,980 66,520 140,148 522,648 82,537 605,185

補　正　後 233 328,350 70,860 142,708 541,918

比　　　較 3 12,370 4,340 2,560 19,270 2,800 22,070

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 後 3,359 70,340 59,086

補 正 前 3,329 69,970 58,776

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較 30 370 310

補 正 前 1,332 1,159 5,582

補 正 後 1,332 1,159 7,432

比    較 1,850
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位  千円）

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説          明 備       考

報　　酬 12,370

制度改正に
伴う増減分

17,971
会計年度任用職員
　　　　　　　　  　17,971千円

給与改定分

その他の
増減分

△ 5,601

会計年度任用職員
職員退職による減　 △1,915千円
異動、人事配置見直しに等よる減
　　　　　　　　   △3,686千円

給　　料 13,673

制度改正に
伴う増減分

31,248

会計年度任用職員以外の職員
　　　　　　　　　　28,003千円
会計年度任用職員
　　　　　　　　 　  3,245千円

給与改定分

その他の
増減分

△ 17,575

会計年度任用職員以外の職員
職員退職による減　△18,437千円
異動等による減　　   △233千円
会計年度任用職員
異動、人事配置見直し等による増
    　　　　　　　   1,095千円

職員手当 27,411

制度改正に
伴う増減分

30,231

会計年度任用職員以外の職員
地域手当　　　　　　 1,455千円
期末手当0.025月分    8,153千円
勤勉手当0.025月分    6,840千円
時間外勤務手当　　　　 920千円
通勤手当　　　　　　　 104千円
宿日直手当　　　　　    74千円
退職手当　　　　　　 2,317千円
会計年度任用職員
地域手当　　　　　　   163千円
期末手当0.025月分    5,312千円
勤勉手当0.025月分    4,593千円
時間外勤務手当　　　　  21千円
通勤手当　　　　　　　  10千円
退職手当　　　　　　   269千円

給与改定分

その他の
増減分

△ 2,820

会計年度任用職員以外の職員
職員退職による減　△11,796千円
異動等による増　　  16,784千円
会計年度任用職員
職員退職による減 　△1,098千円
異動、人事配置見直し等による減
　　　　　　　　　 △6,710千円

平　均　年　齢　　（歳） 41 62 －

41

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たり給与

　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　
一般事務
・技術職

技能労務職 特定任期付職員

315,243 235,900 －

平 均 給 与 月 額 （円） 374,989 249,695 －

平　均　年　齢　　（歳）

240,875 －

62 －

令和７年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 310,527 227,500 －

平 均 給 与 月 額 （円） 367,657

令和８年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円）
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高　　校　　卒
補正後 200,300 200,300

補正前 188,000 188,000

イ　初任給
（円）

区　　　　　　　　分 一　般　事　務　・　技　術　職
国　　　の　　　制　　　度

一　　　　　般　　　　　職

大　　学　　卒
補正後 232,000 232,000

補正前 220,000 220,000

短　　学　　卒
補正後 216,500 216,500

補正前 204,400 204,400

ウ　級別職員数

区             分
一     般　　事　　務　　・　　技　　術　　職

級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 合計

令和８年１月１日現在
職員数（人） 6 32 22 42 56 41 34 233

構成比（％） 2.6 13.7 9.5 18.0 24.0 17.6 14.6 100

令和７年１月１日現在
職員数（人） 6 31 23 43 58 41 32 234

構成比（％） 2.6 13.2 9.8 18.4 24.8 17.5 13.7 100

区             分
技　　　　　能　　　　　労　　　　　務　　　　　職

級 ４級 ３級

令和８年１月１日現在
職員数（人） 1

２級 １級 合計

1

構成比（％） 100 100

令和７年１月１日現在
職員数（人） 1 1

構成比（％） 100 100

区             分
特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

級 ５号 ４号 ３号 ２号 １号 合計

構成比（％）
令和８年１月１日現在

職員数（人）

構成比（％）

職員数（人）
令和７年１月１日現在
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　定年前再任用短時間勤務職員以外の職員）

（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　定年前再任用短時間勤務職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　定年前再任用短時間勤務職員以外の職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　定年前再任用短時間勤務職員）

７　　　　　級 理事及び部長の職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹の職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、副館長、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、
上席主任教諭及び上席主任保育士の職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

７　　　　　級 理事及び部長に相当する職務

４　　　　　級
参与、係長、調整員、主幹保育教諭、幼稚園副園長、保育園副園長、主任教諭
及び主任保育士の職務

３　　　　　級 主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務

３　　　　　級 相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１　　　　　級 定型的な業務を行う職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹に相当する職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、副館長、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、
上席主任教諭及び上席主任保育士に相当する職務

４　　　　　級
参与、係長、調整員、主幹保育教諭、幼稚園副園長、保育園副園長、主任教諭
及び主任保育士の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務
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（特定任期付職員　　号別の標準的な職務内容）

エ　昇給

区　　　　　分 特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

５　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務で重要なものに従事する場合

１　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する
場合

区     　　　　　　　分 合　　　　計
代 表 的 な 職 種

一般職 技能労務職

４　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務に従事する場合

３　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務
に従事する場合

２　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従
事する場合

１号給（人） 6 6

２号給（人） 5 5

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 235 234 1

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 168 168

号給数別内訳

５号給以上（人） 6 6

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 71.5 71.8

３号給（人） 10 10

４号給（人） 141 141

１号給（人）

２号給（人）

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 236 235 1

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 176 176

号給数別内訳

５号給以上（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 74.6 74.9

３号給（人） 8 8

４号給（人） 168 168
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カ　定年退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

補 正 後 2.3 2.35 4.65 有

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計
（月　分）

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

備　考
６月(月分) １２月(月分)

国の制度 2.3 2.35 4.65 有

補 正 前 2.3 2.3 4.6 有

備考

支 給 率 24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

区　　分
20年勤続の
者（月分）

25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

最高限度
（月分）

その他の加算
措置等

区　　　　　　　　　　　　分 全職員

支 給 対 象 地 域 町内全域 東京都の特別区の区域 大阪市全域 奈良市全域

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

支 給 率 （ ％ ） 5 20 16 9

支 給 対 象 職 員 数 （人） 232 1 1 1

給料総額に対する比率（％） 0.003 0.002 －

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )
( 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 現 在 )

5.532 5.532 －

国の指定基準に基づく支給率
（ ％ ）

5 20 16 9

区　　　　分 全　　職　　種
代　表　的　な　職　種

一般職 技能労務職

住　　　居　　　手　　　当 同

通　　　勤　　　手　　　当 同

代表的な特殊勤務手当の名称
防疫作業従事手当
行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当
犬、猫等死体処理従事手当

区　　　　　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 　異 　の 　内 　容

扶　　　養　　　手　　　当 同
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 議  案  第  ８  号

 

 　 　 　 馬 見 川 調 整 池 整 備 工 事 （ ５ 工 区 ） に 係 る 請 負 契 約

 　 　 　 の 変 更 に つ い て

 

　 令和７年１０月１０日議決の馬見川調整池整備工事（５工 区 ）

に 係 る 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の と お り 請 負 契 約 の 一 部 を 変 更 し

た い の で 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 の 規

 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

 

 

 

 請 負 契 約 の 名 称 変 更 前 変 更 後

  馬 見 川 調 整 池 整 備 （ 契 約 期 間 ） （ 契 約 期 間 ）

工 事 （ ５ 工 区 ） 令 和 ７ 年 １ ０ 月 令 和 ７ 年 １ ０ 月

１ ０ 日 か ら 令 和 １ ０ 日 か ら 令 和

  ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日

ま で ま で
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 議  案  第  ９  号

 

 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設

 活用 等に関する 協定書に係 る古寺区との 変更協定

 に つ い て

 

　 令 和 ４ 年 １ 月 ２ ６ 日 付 け で 締 結 （ 同 年 ２ 月 ２ ２ 日 議 決 ） し 、

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ １ 日 に 一 部 変 更 （ 同 年 １ ２ 月 ６ 日 議 決 ） し

た 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設 活 用 等 に 関

す る 協 定 書 に つ い て 、 別 紙 の と お り 令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 付 け

で 変 更 協 定 を 締 結 し た の で 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

 

 

                           記

 

 

     変 更 協 定 の 相 手 方

       

       古 寺 区

      同 代 表 者 　 古 寺 区 長 　 堀 榮 　 健 恭

－ 75 －



－ 76 －



－ 77 －



－ 78 －



－ 79 －



－ 80 －



 議  案  第  １ ０  号

 

 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設

 活 用 等 に 関 す る 協 定 書 に 係 る 中 区 と の 変 更 協 定

 に つ い て

 

　 令 和 ４ 年 １ 月 ２ ６ 日 付 け で 締 結 （ 同 年 ２ 月 ２ ２ 日 議 決 ） し 、

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ １ 日 に 一 部 変 更 （ 同 年 １ ２ 月 ６ 日 議 決 ） し

た 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設 活 用 等 に 関

す る 協 定 書 に つ い て 、 別 紙 の と お り 令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 付 け

で 変 更 協 定 を 締 結 し た の で 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

 

 

                           記

 

 

     変 更 協 定 の 相 手 方

       

       中 区

      同 代 表 者 　 中 区 長 　 松 井 　 栄 治

－ 81 －



－ 82 －



－ 83 －



－ 84 －



－ 85 －



－ 86 －



 議  案  第  １ １  号

 

 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設

 活用 等に関する 協定書に係 る広瀬区との 変更協定

 に つ い て

 

　 令 和 ４ 年 １ 月 ２ ６ 日 付 け で 締 結 （ 同 年 ２ 月 ２ ２ 日 議 決 ） し 、

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ １ 日 に 一 部 変 更 （ 同 年 １ ２ 月 ６ 日 議 決 ） し

た 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設 活 用 等 に 関

す る 協 定 書 に つ い て 、 別 紙 の と お り 令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 付 け

で 変 更 協 定 を 締 結 し た の で 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

 

 

                           記

 

 

     変 更 協 定 の 相 手 方

       

       広 瀬 区

      同 代 表 者 　 広 瀬 区 長 　 杉 本 　 雅 照

－ 87 －



－ 88 －



－ 89 －



－ 90 －



－ 91 －



－ 92 －



 議  案  第  １ ２  号

 

 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設

 活用 等に関する 協定書に係 る百済区との 変更協定

 に つ い て

 

　 令 和 ４ 年 １ 月 ２ ６ 日 付 け で 締 結 （ 同 年 ２ 月 ２ ２ 日 議 決 ） し 、

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ １ 日 に 一 部 変 更 （ 同 年 １ ２ 月 ６ 日 議 決 ） し

た 広 陵 町 新 清 掃 施 設 操 業 停 止 後 に お け る 中 継 施 設 活 用 等 に 関

す る 協 定 書 に つ い て 、 別 紙 の と お り 令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 付 け

で 変 更 協 定 を 締 結 し た の で 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

 

 

                 　 　 　 　 　 広 陵 町 長 　 吉 　 村 　 裕 　 之

 

                           記

 

     変 更 協 定 の 相 手 方

       

       百 済 区

      同 代 表 者 　 百 済 北 区 長 　 藤 本 　 清 隆  

 

       

       百 済 区

       同 代 表 者 　 百 済 南 区 長 　 廣 中 　 嘉 隆

－ 93 －



－ 94 －



－ 95 －



－ 96 －



－ 97 －



－ 98 －




